[bookmark: _GoBack]市有財産売買契約書（案）
伊予市（以下「売払人」という。）と、[〇〇]（以下「買受人」という。）は、別紙物件目録記載の不動産（以下「本物件」という。）の売買について、次のとおり契約を締結する。
（売買の目的）
第1条　売払人は、本物件を現状有姿のまま買受人に売り渡し、買受人はこれを買い受ける。この場合において、現状有姿には、本物件に存在する売払人において不用の決定をした備品、その他の消耗品をはじめとする一切の残置物を含むものとし、売払人は、当該残置物の数量、品質、機能、作動性等について一切の責任を負わない。
（売買代金）
第2条　本物件の売買代金は、金　　　　　　　円とする。
（契約保証金）
第3条　買受人は、本契約締結と同時に、契約保証金として金　　　　　　　円（売買代金の100分の10以上）を売払人に納付しなければならない。
２　前項の契約保証金は、売買代金の一部に充当する。
（代金の支払及び所有権の移転等）
第4条　買受人は、　　年　月　日までに、売買代金から前条の契約保証金を除いた残額を売払人の発行する納入通知書により支払わなければならない。
２　本物件の所有権は、買受人が売買代金を完納したときに売払人から買受人に移転する。
３　売払人は、前項の規定により所有権が移転した後、遅滞なく本物件を買受人に引き渡すものとする。
（用途指定及び事業計画の遵守義務）
第5条　買受人は、本物件を[　具体的な用途　]（以下「指定用途」という。）の用に供しなければならない。
２　買受人は、指定用途への供用を、所有権移転の日から起算して１年以内に開始し、かつ、供用開始の日から起算して10年間（以下「指定期間」という。）継続しなければならない。
３　買受人は、本物件において、選定過程で売払人に提出した事業計画書（提案書）に基づき、誠実に事業を実施しなければならない。
（実地調査等）
第6条　売払人は、必要があると認めるときは、指定期間中において、買受人に対し本物件の利用状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
（権利の譲渡等の制限）
第7条　買受人は、指定期間中において、本物件の所有権を第三者に移転し、又は貸し付けてはならない。ただし、あらかじめ売払人の書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。
２　買受人は、指定期間中において、本物件に抵当権その他の担保権を設定してはならない。ただし、本物件の取得又は指定用途に供する施設の建設資金を調達するために必要な場合であって、あらかじめ売払人の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
（契約不適合責任の免責）
第8条　買受人は、本物件が現状有姿のまま引き渡されることを承諾し、引渡し後において、本物件に数量の不足又は種類、品質若しくは状態に関して本契約の内容と適合しない事項（土壌汚染、アスベスト、地下埋設物、建物の隠れたる瑕疵等を含む。）を発見しても、売払人に対し、履行の追完の請求、代金の減額の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることはできない。
（危険負担）
第9条　本契約締結の日から本物件の引渡しの時までに、売払人又は買受人いずれの責めにも帰すことのできない事由により本物件が滅失し、又はき損したときは、その損害は買受人の負担とする。
（買戻特約及び契約の解除）
第10条　売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、所有権移転前においては本契約を解除し、所有権移転後においては民法第579条の規定に基づき、本物件を買い戻すことができる。
⑴　第5条に定める指定用途への供用義務、継続義務又は事業計画の遵守義務に違反したとき。
⑵　第7条の規定に違反して、本物件を第三者に譲渡、貸付又は担保設定したとき。
⑶　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又はその構成員若しくはそれらと密接な関係を有する者と認められるとき。
⑷　その他本契約の条項に違反したとき。
２　買戻しの期間は、所有権移転の日から10年間とする。
３　買戻代金は、第2条に定める売買代金と同額とする。ただし、利息は付さない。
４　売払人は、第1項の規定により買戻権を行使し、又は本契約を解除したときは、受領済みの売買代金（解除の場合は契約保証金を含む）を買受人に返還する。
（買戻特約の登記）
第11条　買受人は、所有権移転の登記と同時に、売払人を権利者とする買戻特約の登記を申請しなければならない。
（買戻時の違約金）
第12条　売払人が第10条の規定により買戻権を行使したとき（契約を解除したときを含む）は、買受人は、売払人に対し、違約金として売買代金の100分の10に相当する金額を支払わなければならない。
２　売払人は、前項の違約金を、第10条第4項の規定により返還する売買代金と対当額において相殺することができる。
（買戻時の現状有姿による引渡し、原状回復義務の免除、求償権の放棄等）
[bookmark: _Hlk232506206]第13条　売払人が買戻権を行使したときは、買受人は、売払人が別に指示する場合を除き、本件物件を買戻権行使の時点における現状有姿（買受人が実施した用途変更に伴う改修等が施された状態）により、速やかに売払人に引き渡さなければならない。
２ 前項の場合において、売払人は買受人に対し、買受人が実施した改修部分の撤去、原状回復又はこれらに代わる費用の補償を請求しないものとする。ただし、買受人の責めに帰すべき事由による著しい汚損、破損、又は法令に違反する不適正な改修等があるときは、売払人は買受人に対し、原状回復又は損害賠償の請求を行うことができる。
３ 買受人は、第１項の規定による現状有姿での引渡しに際し、当該物件の改修等に要した一切の費用について、売払人に対し、名目のいかんを問わず一切の求償権の行使を放棄するものとする。
４ 前各項の規定にかかわらず、本件物件内における買受人の所有する物品その他の残置物について、売払人が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず買受人がこれを引き取らないときは、買受人は当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、売払人はこれを任意に処分することができる。この場合において、処分に要した費用は買受人の負担とする。
（費用の負担）
第14条　本契約の締結及び登記（所有権移転登記及び買戻特約登記）に要する費　用は、すべて買受人の負担とする。
（管轄裁判所）
第15条　本契約に関する訴訟については、売払人の事務所の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
（疑義の決定）
第16条　本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、売払人と買受人とが協議して定めるものとする。



本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、売払人買受人記名押印の上、各自1通を保有する。

年　　月　　日

（売払人）　愛媛県伊予市米湊820番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊予市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　伊予市長　　　　　　　　　印
（買受人）　[住所]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[氏名・名称]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　印


【別紙】物件目録
土　地
	所　在
	伊予市上野字銭坪

	地　番
	８１１番２

	地　目
	宅地

	地　積
	１，３８１.５０ ㎡


建　物
	所　在
	伊予市上野字銭坪８１１番地２

	建物の家屋番号
	８１１番２

	構造・床面積
	木造スレートぶき平家建　384.26 ㎡




